１．事業者
	法人名
	株式会社　ホームサポート

	所在地
	福岡県福岡市早良区有田１丁目28番21号

	電話番号
	０９２－８５２－３７１１

	代表者氏名
	城間　智香

	設立年月日
	平成6年　1月18日


２．事業所の概要
	事業所の種類
	指定居宅介護事業所・平成15年3月1日指定

	事業の目的
	障害者総合支援法に基づく居宅支援

	事業所の名称
	障がい児（者）在宅ケア　ホームサポート　

	事業所の所在地
	福岡県福岡市早良区有田１丁目28番21号

	電話番号及びFAX
	０９２－８５２－３７１１ / FAX 092-852-3712

	管理者氏名・資格
	城間　健一（専任）・公認心理師資格

	事業の運営方針について
	利用者の立場に立ったサービス提供を心掛ける

	開設年月
	平成15年3月1日



３．提供区域
	サービス提供区域　　　　福岡市内


４．営業時間
	営業日
	12月31日1月1日～3日・8月13日～15日及び（土・日・祝・祭日を除く全て）

	受付時間
	月～金　9時～18時

	サービス提供時間帯
	月～日　24時間




５．職員の体制

＜主な職員の配置状況＞＊職員の配置については、指定基準を遵守しています。

	職種
	常勤
	非常勤
	常勤換算
	指定基準
	職務の内容

	１．事業所長（管理者）
	1名
	
	
	1名
	部全体の管理

	２．サービス提供責任者
	1名
	
	
	1名
	利用者様及び職員の調整

	３．居宅介護従事者
（ホームヘルパー）
	　   名　　
	10　名以上
	
	　
	直接提供者

	
	（１）介護福祉士
	　　　名　
	　　名
	
	
	　　　　〃

	
	（２）訪問介護養成研修1級
（ヘルパー1級）課程修了者
	　　　名
	　　名
	
	
	　　　　〃

	

	（３）訪問介護養成研修２級
（ヘルパー２級）課程修了者
	　　　名
	　　名
	
	
	　　　　〃

	
	（４）看護師（准看護師含む）
	　 2名
	10　名以上　　
	
	
	登録特定行為者及びホームヘルパー業務



当事業所では、利用者に対して指定居宅介護・登録特定行為（医師の指示書）を提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。

６．当事業所が提供するサービスと利用料金
（１）「居宅介護計画」とサービス内容（契約書第3条・第4条参照）
	当事業所では、下記のサービス内容から居宅介護計画を定めて、サービスを提供します。「居宅介護計画」は、市町村が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日などを記載しています。「居宅介護計画」は、利用者の家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、写しを利用者に交付します。また、利用者の申し出により、いつでも見直すことができます。
（相談支援事業所の計画に従います）
＜サービス区分及びサービス内容＞
居宅介護
1 身体介護（ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします）
○入浴介助、清拭、洗髪・・・入浴の介助や清拭（体を拭く）や洗髪などを行います。
○排せつ介助・・・排せつの介助、おむつ交換を行います。
○食事介助・・・食事の介助を行います。
○衣服の着脱の介助・・・衣服の着脱の介助を行います。
○その他の必要な身体介護を行います。
＊医的ケア・・登録特定行為事業「401700050」(医師の指示書の下に提供いたします)④に記載
②家事援助（ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。
　○調理・・・利用者の食事の用意を行います。
　○洗濯・・・利用者の衣類等の洗濯を行います。
　○掃除・・・利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
　○買い物・・・利用者の日常生活に必要なる物品の買い物を行います。（交通費が必要な場合あり）
　○その他の関係機関への連絡など必要な家事を行います。
　＊預貯金の引き出しや預け入れは行いません。（預貯金通帳・カードはお預かりできません。）
　＊利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行いません。
③通院介助
④登録特定行為業務・・医師の指示書に基づく看護師による喀痰吸引や経管栄養注入業務。



(２) 利用者負担額（契約書第5号参照）
上記サービスの利用に対しては、通常9割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費を代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分としてサービス料金の1割（定率負担）を事業者にお支払いただきます。６頁に記載する個別減免が適用される場合には、減免後の金額となります。
詳しくは障がい福祉サービス受給者証を参照のうえご説明いたします。
＜２人のホームヘルパーにより訪問を行った場合＞
○１人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意後、各区役所の許可後
（承諾書）実施。
＜利用者負担の上限等について＞
○介護給付費対象のサービスの利用者負担額は上限が定められています。
○利用者のご希望により、当事業所の利用者負担の上限管理に選任される場合には、サービス利用開始の際にその旨をお申し出ください。
＜償還払い＞
○事業者が介護給付費額の代理受領を行わない場合は、介護給付費基準額の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。（「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給付費が支給されます。）　　   
７.サービス利用にかかる実費負担額（契約書第５条参照）
①　特定行為業務を行う場合、医師の指示書が必要となり、病院により料金が発生し利用者様にご負担いただく場合がございます。
サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、実費をいただきます。（6(1)以外のサービスは自費負担となります）
2 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、ホームヘルパーが訪問するための交通費をいただきます。（サービス利用料とともに１ヶ月ごとにお支払いいただきます。）
3 通院介助においてホームヘルパーに公共交通機関の交通費などが必要な場合、その実費をいただきます。（サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。）
4 駐車場がない場合は近隣の時間貸し駐車場の代金をご負担いただきます。
＜サービス利用料金＞
下記の料金表によって、サービス利用料金から介護給付費の給付額を除いた金額（利用者負担）をお支払いいただきます。（個別減免等の負担軽減措置については６頁をご参照ください）
例）週に１日身体介護を１時間利用（１か月）＊ご負担がある方のみ（障がい福祉サービス受給者書
を参照のうえ、ご説明いたします。
＊喀痰吸引や経管栄養注入の加算は介護給付費より支給されます。
＜利用者負担の減免について＞
[利用者負担に関する月額上限]
○１ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて４区分の月額負担額が設定され、それ以上の負担の必要はありません。
＊詳しくは、障がい福祉サービス受給者証を確認しながらご説明いたします。

８. 利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法（契約書第５条参照）
前記(２)、および(３)の①の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末までに以下のいずれかの方法でお支払いください。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用慮金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。）
	1． 集金（窓口での現金支払い）
2． 下記指定口座への振り込み
1 福岡銀行　　　　　姪浜支店　普通　1736619　株式会社ホームサポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　城間　智香
2 西日本シティ銀行　藤崎支店　普通　3138441　株式会社ホームサポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　城間　智香
3． 金融機関口座からの自動引き落とし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Qネット手続き（手数料無料）


９. 利用の中止、変更、追加（契約書第６条参照）
①利用予定日の前に、利用者の都合により、居宅介護計画で定めたサービスの利用を中止または変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日10日までに事業者に申し出てください。
②利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。
	利用予定日の前日までに申し出があった場合
	無料

	利用予定日の前日までに申し出がなかった場合
	給付費1時間分の半額


③市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追加することもできます。
④サービス利用の変更、追加は、ホームヘルパーの稼働状況に利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示させて頂きます。
⑤契約解除
　　連絡等が取れない場合及び受給者証の認定期限切れの場合は契約解約いたします。
　　また社会的逸脱行為が見受けられた場合も契約解除いたします。（提供中の飲酒等も含む）
6 提供の中止　
ご利用者様、ご家族様に感染症の症状や感染症の診断を受けた場合は、提供を中止いたします。
１０.　実費負担額・交通費・駐車場代等の変更（提供区域外のみ）
実費負担額（交通費・駐車場代金等）を変更する場合は、原則としてその1ヵ月前までにご説明致します。
１１．サービスの利用に関する留意事項
（１）ホームヘルパーについて
初回訪問時に、担当のホームヘルパーを決定します。但し、実際のサービス提供にあたっては、複数のホームヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のホームヘルパーや訪問するホームヘルパーが交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
☆利用者から特定のホームヘルパーを指名することはできませんが、ホームヘルパーについて
お気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なくご相談ください。
（２）サービス提供について
☆　サービスは、「居宅介護計画」にもとづいて行います。実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。但し、実施の提供にあたって、利用者の訪問時の状況・事情・意向等について十分に配慮します。また、担当ヘルパーが感染症の疑いが確認された際や已むお得ない天候不順の時は提供を中止させて頂きます。＊相談支援事業所の計画を遵守いたします。
☆サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきます。（ホームヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただきます。）
（３）サービス内容の変更
☆訪問時に、利用者の体調等の理由で居宅介護計画予定していたサービスの実施ができない場合には、利用者の同意、事業者の確認を得て、サービス内容を変更します。その場合、事業者は変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
　　　＊相談支援事業所の了承をいただくことが前提となります。
（４）受給者証の確認（契約書第３条参照）
「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容に変更があった場合は、速やかに事業所にお知らせください。また、担当ホームヘルパーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をしていただく場合には、ご提示くださいますようにお願いします。
　＊契約の際は弊社負担の上、コピーを取らせていただきます。（保管用）
＊上限管理が必要なご利用者は必要書類をご記入の上、お住いの区役所への提出が必要です。


（５）ケアに伴う備品の扱いについて
　備品の取扱いについては、ご利用者（保護者）医師・相談支援事業所指導のもと、十分に注意して取り扱いいたします。
　しかし、備品の劣化（使用年数超過）による破損時は責任を負いかねますので予めご了承願います。
（６）ヘルパーとの連絡について
　双方の個人情報を守る観点より、連絡がある際は必ず相談支援事業所を通すか、事業所までご連絡をお願いいたします。
　また、提供時間外にお伺いすることはありません。（禁止事項）

（７）ホームヘルパーの禁止行為
ホームヘルパーは、サービスの提供にあたって次に該当する行為は行いません。
	・医療行為（看護師職員除く。また看護師資格の職員であっても医師の指示書が必要）
・利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
・利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受
・ご契約者の家族等に対するサービスの提供
・飲酒喫煙及び飲食(移動介護等において利用者の同意を得て利用者と一緒に飲食を行う場合は除きます。)　
・ヘルパーの車両での移動等
・身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命または身体を保護するため緊急にやむを得ない場合を除く）
・その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為及び虐待等に関わる行為


　　　　　１２．サービス実施の記録について
（１）サービス実施記録の確認
本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、居宅介護計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より５年間保存します。
（２）利用者の記録や情報の管理、開示について（契約書第８条参照）
本事業所では、関係法令にもとづいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。）

１３．損害賠償保険への加入（契約書第９条参照）
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しております。

　　　　　　　　　保険会社名　　　あいおい損害保険株式会社

１４．苦情等の受付について（契約書第１４条参照）
（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談（お客様相談係）
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
○お客様相談係＜苦情受付窓口（責任者）＞　　[職名]　管理者　城間　健一
○受付時間　　平日月曜日～金曜日　　9:00～18:00
　＊その他のご相談ご連絡等も上記の受付時間内に連絡くださいますようお願い申し上げます。
　　	



（２）ご意見受付機関
行政機関その他苦情受付機関
	福岡市役所
障がい福祉サービス担当課
	所在地　福岡市中央区天神１－８－１
電話番号　７１１－４２４８
受付日・時間　月曜日～金曜日９：００～１７：００

	福岡県庁
	所在地　福岡県福岡市博多区東公園７－７
保健福祉部　障害者福祉課
電話番号　６４３－３２６３
受付日・時間　月曜日～金曜日　９：００～１７：００


[障がい福祉係]　各区役所

東区・・・645-1067/FAX631-2191
博多区・・419-1079/FAX441-1701
中央区・・718-1100/FAX715-5010
南区・・・559-5121/FAX512-8811
城南区・・833-4102/FAX822-0911
早良区・・833-4353/FAX831-5723
西区・・・895-7064/FAX881-5874
令和　　　年　　　月　　　日

居宅介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

管理者名　　　　城間　健一

説明者名　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護サービスの提供開始に同意しました。
　
利用者住所　
　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

保護者署名　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　
[1]

